
施行区域

区域

・㋐�㋑は市道上汐田線北側境界

・㋑�㋒は直線

・㋒�㋓は市道扇手越川左岸線北側境界

・㋓�㋔は筆界及びその延⾧

・㋔�㋕は都市高速鉄道名古屋鉄道名古屋本線北側境界

・㋕�㋖は3・4・87号古鳴海停車場線東側境界

・㋖�㋗は都市高速鉄道名古屋鉄道名古屋本線南側境界

・㋗�㋘は7・6・66号鳴海5号線東側境界及びその延⾧

・㋘�㋙は7・6・66号鳴海5号線南側境界

・㋙�㋚は直線

・㋚�㋛は7・6・67号鳴海6号線南側境界

・㋛�㋜は7・6・67号鳴海6号線西側境界及びその延⾧

・㋜�㋝は都市高速鉄道名古屋鉄道名古屋本線南側境界

・㋝�㋞は3・4・87号古鳴海停車場線西側境界

・㋞�㋟は都市高速鉄道名古屋鉄道名古屋本線北側境界

・㋟�㋠は市道鳴海町第543号線に垂直

・㋠�㋡は新設道路境界

・㋡�㋐は市道上汐田線に垂直

公共施設の配置

都市計画道路

区画道路

自転車駐車場（駅前広場下）

自転車歩行者連絡橋

街区の配置

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの建築敷地

壁面の位置の制限1.5～6m

縮尺 1／1,500

計 画 図
鳴海駅前

第二種市街地再開発事業

2級河川 扇川

施設建築敷地Ｄ

施設建築敷地Ｃ

施設建築敷地Ｂ

施設建築敷地Ａ
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